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　平成19年第２回定例会は、６月７日から６月19日までの

13日間の会期で開催されました。今定例会では平成19年度

各会計補正予算、条例の制定及び一部改正などについて、各所

管の常任委員会へそれぞれ付託して審査を行いました。また、

11日、12日の２日間において一般質問（後頁Ｐ７～10）が

行われました。

今
定
例
会
に
上
程
さ
れ
た
議
案
等
の
要
旨

は
次
の
と
お
り
で
す
。

承
認
第
２
号

　

 

専
決
処
分
事
項
の
承
認
を
求
め
る
こ
と

に
つ
い
て　

承
認

▼ 

承
認
第
２
号
は
、
か
す
み
が
う
ら
市
税

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い

て
、
地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
が
平
成
19
年
３
月
30
日
に
公
布
さ
れ

た
こ
と
に
伴
い
、
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
も
の
で
す
。

　

 

質
疑　

具
体
的
に
負
担
が
、
市
民
税
に

ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
く
る
の
か
伺
う
。

　
 

市
民
部
長　

法
人
課
税
信
託
の
引
き
受

け
を
行
う
個
人
を
法
人
割
の
納
税
義
務

者
と
す
る
も
の
で
す
。

承
認
第
３
号

　

 

専
決
処
分
事
項
の
承
認
を
求
め
る
こ
と

に
つ
い
て　

承
認

▼ 

承
認
第
３
号
は
、
か
す
み
が
う
ら
市
国

民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
に
つ
い
て
、
地
方
税
法
施
行
令

の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
が
平
成
19
年

３
月
30
日
に
公
布
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い

条
例
の
一
部
を
改
正
し
た
も
の
で
す
。

　

 

質
疑　

保
険
税
の
上
限
額
を
53
万
円
か

ら
56
万
円
に
改
正
さ
れ
る
と
56
万
円
に

引
き
上
が
る
世
帯
は
ど
の
く
ら
い
あ
る

の
か
伺
う
。

　

 

市
民
部
長　

本
算
定
を
行
わ
な
い
と
確

か
な
数
が
把
握
で
き
ま
せ
ん
。

承
認
第
４
号

　

 

専
決
処
分
事
項
の
承
認
を
求
め
る
こ
と

に
つ
い
て　

承
認

▼ 

承
認
第
４
号
は
、
平
成
18
年
度
か
す
み

が
う
ら
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
８

号
）
に
つ
い
て
、
平
成
19
年
３
月
30
日

付
専
決
処
分
を
し
た
繰
越
明
許
を
議
会

に
報
告
し
承
認
を
求
め
た
も
の
で
す
。

　

 

質
疑　

三
ツ
石
森
林
公
園
の
災
害
復
旧

工
事
の
繰
越
し
は
３
月
に
わ
か
っ
て
い

な
か
っ
た
の
か
。

　

 

環
境
経
済
部
長　

契
約
は
２
月
24
日
か

ら
３
月
31
日
ま
で
の
工
期
で
発
注
し
ま

し
た
が
、
転
落
防
止
柵
の
ガ
ー
ド
パ
イ

プ
を
現
地
加
工
で
計
画
し
て
お
り
ま
し

た
と
こ
ろ
、
設
置
の
危
険
性
・
施
工
の

困
難
性
に
よ
り
工
場
加
工
に
変
更
し
た

の
で
加
工
に
時
間
が
か
か
る
た
め
繰
越

し
い
た
し
ま
し
た
。

　

 

質
疑　

三
ツ
石
森
林
公
園
の
災
害
復
旧

工
事
の
繰
越
し
に
関
し
て
、
産
業
建
設

委
員
会
・
議
会
運
営
委
員
会
に
説
明
が

な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
伺
う
。

　

 

環
境
経
済
部
長　

産
業
建
設
委
員
会
が

５
月
25
日
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
が
、
報

告
を
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
後
は
、

時
期
を
見
計
ら
っ
て
報
告
い
た
し
ま
す
。

承
認
第
５
号

　

 
専
決
処
分
事
項
の
承
認
を
求
め
る
こ
と

に
つ
い
て　

承
認

▼ 

承
認
第
５
号
は
、
平
成
19
年
度
か
す
み

が
う
ら
市
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補

正
予
算
（
第
１
号
）
に
つ
い
て
、
平
成

19
年
５
月
28
日
付
専
決
処
分
を
し
た
予

算
を
議
会
に
報
告
し
承
認
を
求
め
た
も

の
で
す
。

　

 

質
疑　

18
年
度
へ
19
年
度
か
ら
の
繰
上

充
用
は
、
18
年
度
分
の
滞
納
整
理
対
策

を
行
え
ば
繰
上
充
用
を
し
な
く
て
す
ん

だ
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
条
例
改
正

に
つ
い
て
、
国
保
運
営
協
議
会
に
諮
っ

た
の
か
伺
う
。

　

 

市
民
部
長　

滞
納
整
理
等
は
積
極
的
に

強
化
し
収
納
し
て
お
り
ま
す
が
、
最
終

的
に
２
，
８
０
０
万
円
の
不
足
が
生
じ

ま
し
た
。
国
保
運
営
協
議
会
の
開
催
時

に
、
承
認
第
３
号
の
内
容
に
つ
い
て
は

諮
っ
て
お
り
ま
せ
ん
、
承
認
第
５
号
の

内
容
に
つ
い
て
も
５
月
末
の
内
容
で
す

の
で
国
保
運
営
協
議
会
に
諮
っ
て
お
り

ま
せ
ん
。

　

 

質
疑　

平
成
19
年
度
第
１
回
定
例
会
に

国
民
健
康
保
険
の
支
払
い
準
備
基
金
を

１
億
円
取
り
崩
し
て
い
る
が
、
そ
れ
で

も
不
足
し
た
の
は
な
ぜ
か
。
ま
た
、
当

市
に
お
い
て
保
険
税
滞
納
者
に
対
し
て
、

保
険
証
等
の
交
付
は
ど
の
よ
う
に
行
っ

て
い
る
の
か
。

　

 

市
民
部
長　

１
億
円
の
繰
入
れ
に
つ
い

て
は
、
財
政
調
整
交
付
金
の
内
容
で
見

込
み
違
い
が
あ
り
ま
し
た
。
滞
納
さ
れ

て
い
る
方
に
は
納
税
相
談
を
行
い
、
資

格
証
明
書
等
の
交
付
を
し
て
お
り
ま
す
。

平成19年第２回定例会審議



６月定例会審議

（3）

報
告
第
１
号

　
 

平
成
18
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
一
般
会

計
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書
に
つ
い
て

報
告
第
２
号

　

 

平
成
18
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
国
民
健

康
保
険
特
別
会
計
繰
越
明
許
費
繰
越
計

算
書
に
つ
い
て

報
告
第
３
号

　

 

平
成
18
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
下
水
道

事
業
特
別
会
計
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算

書
に
つ
い
て

報
告
第
４
号

　

 

平
成
18
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
介
護
保

険
特
別
会
計
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書

に
つ
い
て

▼ 

報
告
第
１
号
か
ら
報
告
第
４
号
は
、
繰

越
明
許
費
計
算
書
を
議
会
に
報
告
す
る

も
の
で
す
。

報
告
第
５
号

　

 

平
成
19
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
土
地
開

発
公
社
事
業
計
画
及
び
資
金
計
画
並
び

に
収
支
予
算
に
つ
い
て

報
告
第
６
号

　

 

平
成
18
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
土
地
開

発
公
社
事
業
決
算
に
つ
い
て

▼ 

報
告
第
５
号
・
報
告
第
６
号
は
、
土
地

開
発
公
社
の
事
業
計
画
並
び
に
事
業
決

算
を
議
会
に
報
告
す
る
も
の
で
す
。

報
告
第
７
号

　

専
決
処
分
事
項
の
報
告
に
つ
い
て

　

 

損
害
賠
償
の
額
の
決
定
及
び
和
解
に
つ

い
て

▼ 

報
告
第
７
号
は
、
和
解
が
成
立
し
た
の

で
、
議
会
に
報
告
す
る
も
の
で
す
。

議
案
第
48
号　

　

 

平
成
19
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
１
号
）　

可
決

▼ 

議
案
第
48
号
は
、
平
成
19
年
度
一
般
会

計
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
そ
れ
ぞ

れ
２
億
９
，
７
３
２
万
６
千
円
追
加
し
、

総
額
１
５
２
億
３
，
３
３
２
万
６
千
円

と
す
る
も
の
で
す
。　

　

 

質
疑　

議
案
第
48
号
の
補
正
予
算
に
つ

い
て
、
総
務
管
理
費
、
ま
ち
づ
く
り
交

付
金
、
茨
城
農
業
元
気
ア
ッ
プ
チ
ャ
レ

ン
ジ
事
業
補
助
金
、
退
職
消
防
団
報
償

金
、
徴
税
費
、
土
木
費
の
歳
入
歳
出
に

つ
い
て
伺
う
。

　

 
市
長
公
室
長　

ま
ち
づ
く
り
交
付
金

の
内
容
は
、
地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー
交
付

金
40
万
円
、
通
称
西
成
井
バ
イ
パ
ス
整

備
事
業
、
図
書
館
シ
ス
テ
ム
整
備
事

業
、
花
壇
植
栽
事
業
で
２
，
３
０
０
万

円
を
計
上
し
、
市
債
と
し
て
、
合
併

特
例
債
事
業
で
市
道
㋠
６
号
線
が

２
億
２
１
０
万
円
、
さ
ら
に
、
ま
ち
づ

く
り
交
付
金
事
業
６
０
０
万
円
を
計
上

し
て
い
ま
す
。　
　

　

 

環
境
経
済
部
長　

茨
城
農
業
元
気
ア
ッ

プ
チ
ャ
レ
ン
ジ
補
助
事
業
の
内
容
は
、

Ｊ
Ａ
土
浦
レ
ン
コ
ン
加
工
グ
ル
ー
プ

に
80
万
円
と
Ｊ
Ａ
土
浦
花
卉
部
会
霞
ヶ

浦
支
部
産
直
グ
ル
ー
プ
へ
の
80
万
円
で

す
。
議
案
第
56
号
の
指
定
管
理
者
制
度

に
な
っ
た
場
合
は
、
指
定
管
理
者
が
0.5

か
ら
1.5
倍
の
範
囲
内
で
料
金
を
設
定
し
、

市
長
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
議
案
第
57
号
も
同
じ
内
容
で
す
。

　

 

消
防
長　

消
防
団
員
公
務
災
害
報
償
等

共
済
基
金
か
ら
１
，
２
４
０
万
４
千
円

を
退
職
団
員
に
支
給
し
ま
す
。

　

 

土
木
部
長　

土
木
費
関
係
の
補
正
に

つ
い
て
、
道
路
改
良
工
事
費
の
２
，

５
０
０
万
円
は
、
霞
ヶ
浦
地
区
内
の
市

道
㋕
２
５
８
３
号
線
、
通
称
西
成
井
バ

イ
パ
ス
路
線
で
延
長
が
１
６
０
ｍ
、
幅

員
10
ｍ
の
片
側
歩
道
の
側
溝
工
事
を
含

め
た
基
層
工
事
で
す
。
特
定
幹
線
市
道

整
備
事
業
費
２
億
１
，
２
７
７
万
４
千

円
の
内
訳
に
つ
い
て
は
、
市
道
㋠
６
号

線
の
旧
橋
梁
に
関
わ
る
橋
台
１
台
・
橋

脚
１
脚
の
撤
去
並
び
に
新
設
橋
梁
の
橋

台
１
台
、
橋
脚
１
脚
、
樋
管
と
道
路
改

良
工
事
で
す
。

　

 

総
務
部
長　

給
与
等
の
補
正
に
つ
い
て
、

市
長
・
副
市
長
の
給
与
等
を
当
初
予
算

の
調
整
時
点
に
お
い
て
条
例
改
正
の
検

討
段
階
で
あ
っ
た
た
め
、
当
初
予
算
に

計
上
し
ま
し
た
が
条
例
改
正
を
提
案
し

な
か
っ
た
こ
と
か
ら
減
額
す
る
も
の
で

す
。

　
 

市
民
部
長　

徴
税
費
の
補
正
に
つ
い
て

は
、
機
構
改
革
に
よ
る
税
務
課
・
国
保

年
金
課
そ
れ
ぞ
れ
の
収
納
対
策
室
を
統

合
し
収
納
推
進
課
の
新
設
に
よ
る
職
員

の
給
与
費
等
で
す
。
賦
課
徴
税
費
の
補

正
に
つ
い
て
は
、
国
保
の
徴
収
嘱
託
員

５
名
と
税
務
の
徴
収
嘱
託
員
６
名
を
合

わ
せ
て
11
名
と
し
た
も
の
で
す
。

　

 

質
疑　

市
道
㋠
６
号
線
の
新
治
橋
の
工

事
に
つ
い
て
、
実
施
計
画
の
事
業
費
と

継
続
費
の
事
業
費
の
違
い
を
伺
う
。

　

 

土
木
部
長　

補
正
予
算
の
継
続
費

３
億
３
，
５
１
０
万
３
千
円
は
詳
細
に

予
算
見
積
り
を
し
ま
し
た
。

議
案
第
49
号　

　

 

平
成
19
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
国
民
健

康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

可
決

▼ 

議
案
第
49
号
は
、
平
成
19
年
度
国
民
健

康
保
険
特
別
会
計
の
歳
入
歳
出
の
総
額

を
そ
れ
ぞ
れ
６
１
０
万
５
千
円
減
額
し
、

総
額
43
億
１
，
９
５
８
万
３
千
円
と
す

る
も
の
で
す
。

議
案
第
50
号　

　

 

平
成
19
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
老
人
保

健
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

　

可
決

▼ 

議
案
第
50
号
は
、
平
成
19
年
度
老
人
保

健
特
別
会
計
の
歳
入
歳
出
の
総
額
を
そ

れ
ぞ
れ
１
，
８
１
５
万
円
追
加
し
、
総

額
32
億
３
，
１
２
３
万
円
と
す
る
も
の

で
す
。

議
案
第
51
号　

　

 

平
成
19
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
下
水
道

事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）　

可
決

▼ 

議
案
第
51
号
は
、
平
成
19
年
度
下
水

道
特
別
会
計
の
歳
入
歳
出
の
総
額
を

２
，
９
８
６
万
６
千
円
減
額
し
、
総
額

９
億
８
，
２
３
９
万
６
千
円
と
す
る
も

の
で
す
。
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議
案
第
52
号　

　
 

平
成
19
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
農
業
集

落
排
水
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

１
号
）　

可
決

▼ 

議
案
第
52
号
は
、
平
成
19
年
度
農
業
集

落
排
水
事
業
特
別
会
計
の
歳
入
歳
出
の

総
額
を
７
９
５
万
５
千
円
減
額
し
、
総

額
を
３
億
４
，
９
５
０
万
４
千
円
と
す

る
も
の
で
す
。

議
案
第
53
号　

　

 

平
成
19
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
介
護
保

険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

　

可
決

▼ 

議
案
第
53
号
は
、
平
成
19
年
度
介
護
保

険
特
別
会
計
の
歳
入
歳
出
の
総
額
を
そ

れ
ぞ
れ
２
，
３
７
５
万
８
千
円
追
加
し
、

21
億
６
，
９
５
８
万
２
千
円
と
す
る
も

の
で
す
。

議
案
第
54
号　

　

 

平
成
19
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
水
道
事

業
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）　

可
決

▼ 

議
案
第
54
号
は
、
水
道
事
業
会
計
の
営

業
費
用
の
職
員
給
与
費
２
９
８
万
８
千

円
減
額
し
、
11
億
４
１
１
万
２
千
円
と

す
る
も
の
で
す
。

　

 

質
疑　

議
案
第
54
号
の
実
施
計
画
書
の

営
業
費
用
の
内
訳
を
伺
う
。

　

 

水
道
事
務
所
長　

議
案
第
54
号
は
、
人

事
異
動
の
職
員
配
置
に
伴
う
給
与
を
実

態
に
合
わ
せ
補
正
し
た
も
の
で
す
。

　

 

質
疑　

議
案
第
54
号
の
水
道
事
業
会
計

の
補
正
予
算
の
内
容
を
詳
細
に
伺
う
。

　

 

水
道
事
務
所
長　

職
員
数
と
し
て
は
１
名

分
減
額
し
て
お
り
総
額
で
２
９
８
万
８
千

円
の
減
額
で
す
。

議
案
第
55
号　

　

 

か
す
み
が
う
ら
市
公
の
施
設
の
指
定
管

理
者
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て　

可
決

議
案
第
56
号

　

 

か
す
み
が
う
ら
市
水
族
館
の
設
置
及
び

管
理
に
関
す
る
条
例
の
全
部
改
正
に
つ

い
て　

可
決

議
案
第
57
号　

　

 

か
す
み
が
う
ら
市
生
産
物
直
売
所
の
設

置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
全
部
改

正
に
つ
い
て　

可
決

議
案
第
58
号　

　

 

か
す
み
が
う
ら
市
駐
輪
場
の
設
置
及
び

管
理
に
関
す
る
条
例
の
全
部
改
正
に
つ

い
て　

可
決

議
案
第
59
号

　

 

か
す
み
が
う
ら
市
駐
車
場
の
設
置
及
び

管
理
に
関
す
る
条
例
の
全
部
改
正
に
つ

い
て　

可
決

▼ 

議
案
第
55
号
か
ら
議
案
第
59
号
は
、
か

す
み
が
う
ら
市
の
施
設
を
民
間
事
業
者

が
管
理
運
営
を
行
う
た
め
に
、
必
要
な

取
り
扱
い
を
定
め
た
条
例
で
す
。

　

 

質
疑　

議
案
第
55
号
か
ら
議
案
第
59
号

は
、
指
定
管
理
者
が
、
赤
字
や
倒
産
し

た
場
合
は
ど
う
な
る
の
か
。
議
案
第
56

号
・
第
57
号
の
利
用
料
金
は
、
別
表
に

定
め
る
額
を
基
準
に
指
定
管
理
者
が
定

め
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
詳
し
く
伺

う
。
ま
た
、
選
定
委
員
会
の
情
報
公
開

に
つ
い
て
伺
う
。

　

 

総
務
部
長　

議
案
第
55
号
か
ら
議
案
第

59
号
の
指
定
管
理
者
制
度
は
、
民
間
の

ノ
ウ
ハ
ウ
を
活
か
し
た
管
理
運
営
に
よ

り
住
民
サ
ー
ビ
ス
が
期
待
で
き
る
こ
と

か
ら
導
入
に
つ
い
て
の
事
務
手
続
き
を

条
例
に
よ
り
明
確
に
す
る
も
の
で
す
。

選
定
委
員
会
は
、
選
定
に
あ
た
り
公
募

も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
今
後
、
検
討

し
ま
す
。
選
定
委
員
会
の
会
議
は
非
公

開
と
い
た
し
ま
す
。
指
定
運
営
に
定
め

る
管
理
運
営
に
よ
る
負
債
は
、
指
定
管

理
者
が
負
担
し
ま
す
。

議
案
第
60
号　

　

 

か
す
み
が
う
ら
市
特
別
職
の
職
員
で
非

常
勤
の
も
の
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て　

可
決

▼ 

議
案
第
60
号
は
、
国
会
議
員
の
選
挙
等

の
執
行
経
費
の
基
準
に
関
す
る
法
律
が

一
部
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
選
挙

長
の
報
酬
等
の
改
正
と
予
防
接
種
を
行

う
嘱
託
医
の
報
酬
等
を
改
正
す
る
も
の

で
す
。

議
案
第
61
号　

　
 

千
代
田
町
と
霞
ヶ
浦
町
の
合
併
に
伴
う

法
人
市
民
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条

例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て　

可
決

▼ 

議
案
第
61
号
は
、
本
条
で
引
用
す
る
市

税
条
例
の
条
文
が
移
行
し
た
こ
と
に
よ

り
、
条
文
を
整
理
し
た
も
の
で
す
。

議
案
第
62
号　

　

 

か
す
み
が
う
ら
市
医
療
福
祉
費
支
給
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て　

可
決

▼ 

議
案
第
62
号
は
、
学
校
教
育
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
に
よ
り
、
条
例
を
改

正
す
る
も
の
で
す
。

議
案
第
63
号　

　

 

か
す
み
が
う
ら
市
国
民
健
康
保
険
条
例

の
一
部
改
正
に
つ
い
て　

可
決

▼ 

議
案
第
63
号
は
、
国
民
健
康
保
険
法
の

改
正
に
お
い
て
、
平
成
20
年
４
月
１
日

よ
り
70
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
高
齢
者
の

う
ち
、
患
者
負
担
が
変
わ
る
た
め
条
例

を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

議
案
第
64
号　

　

市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て　

可
決

議
案
第
65
号　

　

市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て　

可
決

議
案
第
66
号　

　

市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て　

可
決

議
案
第
67
号　

　

市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て　

可
決

議
案
第
68
号　

　

市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て　

可
決

▼ 

議
案
第
64
号
か
ら
議
案
第
68
号
は
、
市

道
と
し
て
認
定
す
る
た
め
、
議
会
の
議

決
を
す
る
も
の
で
す
。

議
案
第
69
号　

　

市
道
路
線
の
廃
止
に
つ
い
て　

可
決
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議
案
第
70
号　

　

市
道
路
線
の
廃
止
に
つ
い
て　

可
決

▼ 
議
案
第
69
号
・
議
案
第
70
号
は
、
市
道

の
廃
止
を
す
る
た
め
、
議
会
の
議
決
を

す
る
も
の
で
す
。

議
案
第
71
号　

　

工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

　

可
決

▼ 

議
案
第
71
号
は
、（
仮
称
）
か
す
み
が
う

ら
市
地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー
建
設
の
請
負

契
約
の
締
結
に
つ
い
て
、
議
会
の
議
決

を
す
る
も
の
で
す
。

　

 

質
疑　

議
案
第
71
号
に
つ
い
て
、
構
造

は
Ｒ
Ｃ
建
築
・
平
屋
建
て
で
あ
る
が
、

福
祉
施
設
と
し
て
の
特
徴
に
つ
い
て
伺

う
。

　

 

保
健
福
祉
部
長　

高
齢
者
へ
の
介
護
を

重
点
に
行
え
る
ス
ペ
ー
ス
の
確
保
、
子

育
て
支
援
の
乳
児
コ
ー
ナ
ー
等
の
設
置

を
し
て
お
り
乳
児
コ
ー
ナ
ー
に
お
い
て

は
、
床
暖
房
・
シ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
症
候
群

へ
の
対
応
材
質
を
使
用
し
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
新
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
に
適
合
し

た
高
齢
者
・
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円

滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く

認
定
を
受
け
て
お
り
ま
す
。

　

 

質
疑　

議
案
第
71
号
に
つ
い
て
、
配
置

人
員
は
何
名
予
定
し
て
い
る
か
。

　

 

保
健
福
祉
部
長　

保
育
士
と
保
健
師
等

７
名
を
配
置
予
定
し
て
い
ま
す
。

議
案
第
72
号　

　

 

か
す
み
が
う
ら
市
教
育
委
員
会
委
員
の

任
命
に
つ
い
て　

同
意

議
案
第
73
号

　

 

か
す
み
が
う
ら
市
教
育
委
員
会
委
員
の

任
命
に
つ
い
て　

同
意

▼ 

議
案
第
72
号
・
議
案
第
73
号
は
、
下
記

人
事
案
件
の
議
会
の
選
任
同
意
で
す
。

　

 

質
疑　

議
案
第
72
号
・
73
号
に
つ
い
て
、

教
育
委
員
の
中
で
教
育
経
験
者
で
な
い

方
が
３
人
い
る
が
、
今
後
か
す
み
が
う

ら
市
の
教
育
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
教

育
の
経
験
者
も
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
は
な
い
か
。
市
長
の
考
え
方
に

つ
い
て
伺
う
。

　

 

市
長　

基
本
的
に
は
、
子
ど
も
達
が
、

社
会
に
出
た
と
き
に
ど
う
自
立
で
き
る

か
、
そ
こ
が
私
は
一
番
大
事
だ
と
思
っ

て
お
り
ま
す
。
学
力
、
あ
る
い
は
学
歴

も
決
し
て
否
定
す
る
も
の
で
も
あ
り
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
そ
れ
が
最
終
目
的
で

は
な
く
人
間
が
社
会
に
出
た
と
き
に
、

自
立
し
て
ど
う
生
き
て
い
く
か
、
そ
う

い
っ
た
感
覚
を
子
ど
も
の
時
代
か
ら
体

験
し
、
あ
る
い
は
学
び
、
し
っ
か
り
と

社
会
に
対
応
で
き
る
子
ど
も
達
を
育
み
、

特
色
あ
る
教
育
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い

と
思
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
教
育

委
員
に
つ
き
ま
し
て
は
広
い
範
囲
か
ら

意
見
を
聞
い
て
、
教
育
委
員
に
ふ
さ
わ

し
い
方
だ
と
い
う
こ
と
で
提
案
い
た
し

ま
し
た
。

発
議
第
２
号　

　

 

か
す
み
が
う
ら
市
委
員
会
条
例
の
一
部

改
正
に
つ
い
て　

可
決

▼ 

発
議
第
２
号
は
、
税
務
課
及
び
納
税
推

進
課
の
所
管
に
関
す
る
事
項
を
総
務
委

員
会
へ
所
管
を
変
更
す
る
も
の
で
す
。

発
議
第
３
号　

　

 

か
す
み
が
う
ら
市
議
会
政
治
倫
理
条
例

制
定
特
別
委
員
会
の
設
置
に
関
す
る
決

議
に
つ
い
て　

可
決

▼ 

発
議
第
３
号
は
、
９
名
の
委
員
で
特
別

委
員
会
を
設
置
し
条
例
制
定
の
調
査
を

行
う
も
の
で
す
。

発
議
第
４
号　

　

 

政
務
調
査
費
及
び
費
用
弁
償
等
の
調
査

特
別
委
員
会
の
設
置
に
関
す
る
決
議
に

つ
い
て　

可
決

▼ 

発
議
第
４
号
は
、
議
員
全
員
で
特
別
委

員
会
を
設
置
し
条
例
制
定
の
調
査
を
行

う
も
の
で
す
。

議
長
発
議

　

閉
会
中
の
継
続
審
査
に
つ
い
て　

決
定

請
願
の
審
査
結
果

請
願
第
６
号

　

学
童
保
育
の
拡
充
に
つ
い
て

　

継
続
審
査

▼ 

請
願
は
、
文
教
厚
生
委
員
会
へ
付
託
さ

れ
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

○　

人
事
案
件

 

【
教
育
委
員
】

大
竹　

三
千
代
（
戸
崎
）

中
島　
　

和
彦
（
下
志
筑
）

平
成
19
年
６
月
19
日　

同
意

▲（仮称）かすみがうら市地域福祉センター建築イメージ図


